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（公印省略） 

認定訓練「高所作業車運転技能コース」の受講者の募集について 

 

日頃より組合活動へのご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。このたび、業務における安全確保

と技能向上を目的として、令和８年度・高所作業車運転技能コースの受講者を募集いたします。 

労働安全衛生法第６１条（就業制限）により、作業床の高さが１０メートル以上の高所作業車の運転業務は技

能講習を修了した者でなければ運転できないことになっております。 

本コースはその技能講習に該当するものであり法定の修了証が交付されます。 

是非とも受講をご検討くださいますようご案内いたします。 

 

記 

 

１ 実施日時  ７月１６日(木)・１７日(金)   ２日間 

１日目 ８：３０～１８：１０   ２日目 ８：３０～１８：２０ 

＊遅刻・早退された場合、修了要件を満たせず修了証を発行できない場合がございます。 

２ 場   所  ㈱アイチ研修センター上尾教習所（埼玉県上尾市領家１１５２） 

３ 講   師  ㈱アイチ研修センター上尾教習所の講師 

４ 定  員  ４０名 限定 先着順 

５ 訓練内容  別紙「高所作業車運転技能コース」カリキュラムのとおり 

６ 講 習 料  ４８，０００円（税込）(参加料:46,550円･ﾃｷｽﾄ代:1,450円) 

       ・開催決定後、事業所様宛の請求書を送信いたします。お早めのお振込をお願いいたします。 

・領収書は、講習終了後に受講者様にお渡しいたします。 

・請求書、領収書の宛名は、いずれも事業所様宛となります。予めご了承くださいますよう 

お願いいたします。 

７ 申込期限  ６月１８日(木)  （開催のご連絡は、締切後3営業日までにご案内いたします。） 

８ 申込方法  googleフォームより申込   下記記載のURLかQRコードからお申込み 

  URL:  https://forms.gle/J3zQ1rHZVJWCLJ4o6  

googleフォームからお申込みができない方は、お申込み用紙をFAXいたしますので、下記連絡先

までご連絡ください。 

９ 受講資格  ⑴ １８歳以上 

⑵ 自動車運転免許証所有者 

10 そ の 他  ⑴ 受講希望人数が少数の場合、講習が中止となることがあります。 

⑵ 期限前に締め切る可能性がありますのでお早めにお申込ください。 

⑶ 法定教育のため、遅刻者は受講できませんので、予めご了承ください。 

⑷ 昼食は、事前にご自分でご用意をお願いいたします。 

⑸ 申込期限を過ぎてからのキャンセルはご遠慮ください。 

※ キャンセルが発生した場合、講習料の返金はできません。ご了承ください。 

        ※ 開催決定の場合、別途、㈱アイチ研修センター専用申込書の提出があります。 

 

添付書類：別紙「高所作業車運転技能コース」カリキュラム 

連 絡 先：事務局：菊地   TEL：048-663-0242 FAX：048-663-0298 

保管期間：１年 



 

別紙 

 

「高所作業車運転技能コース」カリキュラム 

 

実施時間 
法定訓練 

時間 

区分 

（学科・実技） 
訓練内容 

１日目 

８：３０～１８：１０ 
７ 学科 

構造及び取扱方法 

関係法令 

運転に必要な一般事項 

２日目 

８：３０～９：３０ 
１ 学科 学科修了試験（訓練時間に含まず） 

２日目 

９：３０～１６：３０ 
５ 実技 操作実技 

２日目 

１６：３０～１８：２０ 
１ 実技 実技修了試験（訓練時間に含まず） 

 

持参品 

【１日目】 １ 筆記用具 

      ２ 自動車運転免許証 

 

【２日目】 １ 筆記用具 

２ 自動車運転免許証 

３ 印鑑（シャチハタ可） 

４ 作業服（実技ができる服装） 

５ 安全靴（運動靴可） 

６ 保護帽（ヘルメット）（無くても可） 

７ 墜落制止用器具（無くても可） 


